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市
税

条
例

（
関

係
条

項
）

１ ２
取

得
期

間
 ：

 令
和

３
年

４
月

１
日

～
令

和
５

年
３

月
３

１
日

取
得

期
間

 ：
 令

和
５

年
４

月
１

日
～

令
和

８
年

３
月

３
１

日
（
３

年
延

長
）

軽
課

年
度

 ：
 取

得
の

翌
年

度
の

み
軽

課
年

度
 ：

 取
得

の
翌

年
度

の
み

令
和

５
年

度
地

方
税

制
改

正
に

伴
う

荒
尾

市
税

条
例

の
一

部
改

正
の

主
な

内
容

改
正

項
目

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

  
　

  
　

　
　

  
  
　

　
　

 　
　

　
　

　
　
改

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
内

　
　

　
　

　
容

改
正

の
趣

旨
適

用
時

期
現

　
　

行
改

　
正

　
後

軽
自

動
車

税
環

境
性

能
割

の
税

率
区

分
の

見
直

し

（
令

和
３

、
４

年
度

）
（
令

和
５

～
７

年
度

）
※

令
和

５
年

１
２

月
末

ま
で

現
行

区
分

を
据

置
き

非 課 税

電
気

自
動

車
、

燃
料

電
池

自
動

車
、

天
然

ガ
ス

自
動

車
非 課 税 １
％

半
導

体
不

足
等

の
影

響
に

よ
り

現
行

の
税

率
区

分
を

令
和

５
年

１
２

月
末

ま
で

据
え

置
き

、
電

気
自

動
車

等
の

一
層

の
普

及
促

進
を

図
る

観
点

か
ら

、
税

率
区

分
の

基
準

と
な

る
燃

費
基

準
達

成
度

を
段

階
的

に
引

き
上

げ
る

。

附
則

第
１

５
条

の
６

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

対
象

車
税

率
対

象
車

税
率

令
６

年
１

月
～

令
和

７
年

４
月

～

電
気

自
動

車
、

燃
料

電
池

自
動

車
、

天
然

ガ
ス

自
動

車

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

７
５

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

６
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成
１

％
２

０
３

０
年

度
燃

費
基

準
７

０
％

達
成

か
つ

２
０

２
０

年
度

燃
費

基
準

達
成

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

７
５

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

８
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成

軽
自

動
車

税
種

別
割

の
グ

リ
ー

ン
化

特
例

（
軽

課
）
の

延
長

・
見

直
し

７
５

％
軽

減

（
営

業
用

乗
用

車
の

み
）

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

 ９
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成

５
０

％
軽

減

 （
営

業
用

乗
用

車
の

み
）

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

 ９
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成
→

令
和

７
年

度
取

得
分

ま
で

を
対

象
と

し
、

そ
れ

以
後

は
延

長
し

な
い

。

環
境

性
能

割
と

併
せ

て
適

用
期

限
を

３
年

延
長

し
、

営
業

用
乗

用
車

に
つ

い
て

適
用

対
象

車
を

段
階

的
に

重
点

化
す

る
。

附
則

第
１

６
条

及
び

第
１

６
条

の
２

第
１

項

令
和

５
年

４
月

1
日

か
ら

対
象

車
特

例
割

合
対

象
車

特
例

割
合

電
気

自
動

車
、

燃
料

電
池

自
動

車
、

天
然

ガ
ス

自
動

車
７

５
％

軽
減

電
気

自
動

車
、

燃
料

電
池

自
動

車
、

天
然

ガ
ス

自
動

車

（
営

業
用

乗
用

車
の

み
）

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

 ７
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成

２
５

％
軽

減

（
営

業
用

乗
用

車
の

み
）

２
０

３
０

年
度

燃
費

基
準

 ７
０

％
達

成
か

つ
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
達

成
→

令
和

６
年

度
取

得
分

ま
で

を
対

象
と

し
、

そ
れ

以
後

は
延

長
し

な
い

。

２
５

％
軽

減

上
記

以
外

又
は

２
０

２
０

年
度

燃
費

基
準

未
達

成
２

％
上

記
以

外
又

は
２

０
２

０
年

度
燃

費
基

準
未

達
成

２
％

５
０

％
軽

減
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荒尾市国民健康保険税条例の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

  令和５年３月３１日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令」に

より、国民健康保険税の課税限度額及び減額に係る所得基準の一部について改正

が行われたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 国民健康保険税の課税限度額の引上げ 

区  分 現行 改正後 

基礎課税額 ６５万円 ６５万円 

後期高齢者支援金等課税額 ２０万円 ２２万円 

介護納付金課税額 １７万円 １７万円 

合  計 １０２万円 １０４万円 

 ⑵ 国民健康保険税の減額に係る所得基準の引上げ 

（注）所得合計額：地方税法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得 

           金額の合計額 

    特定同一世帯所属者：後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康 

              保険の被保険者の資格を喪失した者で、資格喪失日 

              以後も引き続き同じ世帯に属するもの 
 
３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

４ 適用区分 

  令和５年度以後の年度分の国民健康保険税から適用する。 

区  分 現  行 改 正 後 

７割軽減

世帯 

所得合計額≦４３万円＋(給与所得

を有する者及び公的年金等に係る所

得を有する者の数－１)×１０万円 

 

同左 

５割軽減

世帯 

所得合計額≦４３万円＋（給与所得

を有する者及び公的年金等に係る

所得を有する者の数－１）×１０万

円＋(被保険者数＋特定同一世帯所

属者数)×２８万５千円 

所得合計額≦４３万円＋（給与所得

を有する者及び公的年金等に係る

所得を有する者の数－１）×１０万

円＋(被保険者数＋特定同一世帯所

属者数)×２９万円 

２割軽減

世帯 

所得合計額≦４３万円＋（給与所得

を有する者及び公的年金等に係る

所得を有する者の数－１）×１０万

円＋(被保険者数＋特定同一世帯所

属者数)×５２万円 

所得合計額≦４３万円＋（給与所得

を有する者及び公的年金等に係る

所得を有する者の数－１）×１０万

円＋(被保険者数＋特定同一世帯所

属者数)×５３万５千円 
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荒
尾
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
課
税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
略
 

第
２
条
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第

２

項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し

た
所
得
割
額
並
び
に
被
保

険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯

別
平
等
割
額
の
合
算
額
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合

算
額
が
2
0
万
円
を
超
え
る

場
合
に
お
い
て
は
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
2
0
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第

２

項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し

た
所
得
割
額
並
び
に
被
保

険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯

別
平
等
割
額
の
合
算
額
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合

算
額
が
2
2
万
円
を
超
え
る

場
合
に
お
い
て
は
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
2
2
万
円
と
す
る
。
 

４
 
略
 

４
 
略
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
2
2
条
 
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健

康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

に

対
し
て
課
す
る
国
民
健
康

保
険
税
の
額
は
、
第
２
条

第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税

額
か
ら
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
6
5
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
6
5
万
円
）
、
同
条

第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら

ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該

減
額
し
て
得
た
額
が
2
0
万

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
0
万
円
）
並
び
に
同
条
第

４
項
本
文
の
介
護
納
付
金

課
税
額
か
ら
ホ
及
び
ヘ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得

た
額
（
当
該
減
額
し
て
得

た
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、
1
7
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

第
2
2
条
 
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健

康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

に

対
し
て
課
す
る
国
民
健
康

保
険
税
の
額
は
、
第
２
条

第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税

額
か
ら
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
6
5
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
6
5
万
円
）
、
同
条

第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら

ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該

減
額
し
て
得
た
額
が
2
2
万

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
2
万
円
）
並
び
に
同
条
第

４
項
本
文
の
介
護
納
付
金

課
税
額
か
ら
ホ
及
び
ヘ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得

た
額
（
当
該
減
額
し
て
得

た
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、
1
7
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２

)
 

法
第

7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の
合
算
額
が
、
4
3
万
円

（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数

か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に

被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

2
8
万
５
千
円
を
加
算
し

(
２

)
 

法
第

7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の
合
算
額
が
、
4
3
万
円

（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数

か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に

被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

2
9
万
円
を
加
算
し
た
金
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前

号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
 

額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

イ
～
ヘ
 
略
 

イ
～
ヘ
 
略
 

(
３

)
 

法
第

7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の
合
算
額
が
、
4
3
万
円

（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数

か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に

被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

5
2
万
円
を
加
算
し
た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に
係

る
納

税
義

務
者

（
前

２
号

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）
 

(
３

)
 

法
第

7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の
合
算
額
が
、
4
3
万
円

（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数

か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に

被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

5
3
万
５
千
円
を
加
算
し

た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前

２
号
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
）
 

イ
～
ヘ
 
略
 

イ
～
ヘ
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
2
2
条
の
２
 
国
民
健
康

保
険
税
の
納
税
義
務
者
で

あ
る
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯

に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
特

例
対
象
被
保
険
者
等
（
法
第
7
0
3
条
の
５
の
２

第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被

保
険
者
等
を
い
う
。
第
2
3
条
の
２
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
３
条
及
び
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
規

定
す
る
総
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総

所
得
金
額
（
第
2
2
条
の
２

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被

保
険
者
等
の
総
所
得
金
額

に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
法
第
2
8
条
第

２
項

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
金

額
の

1
0
0
分

の
30

に
相

当
す

る
金

額
に

よ

る
も
の
と
す
る
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
前
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
所
得
金
額

及
び
」
と
あ
る
の
は
「
総

所
得
金
額
（
次
条
に
規
定

す
る
特
例
対
象
被
保
険
者

等
の
総
所
得
金
額
に
給
与

所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
給

与
所
得
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
法
第
2
8
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

第
2
2
条
の
２
 
国
民
健
康

保
険
税
の
納
税
義
務
者
で

あ
る
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯

に
属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
特

例
対
象
被
保
険
者
等
（
法
第
7
0
3
条
の
５
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被

保
険
者
等
を
い
う
。
第
2
3
条
の
２
第
１
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
及
び
前
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１

項
中
「
規
定
す
る
総
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規

定
す
る
総
所
得
金
額
（
第

2
2
条
の
２
に
規
定
す
る
特

例
対
象
被
保
険
者
等
の
総

所
得
金
額
に
給
与
所
得
が

含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
給
与
所
得

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法

第
2
8
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

し
た

金
額

の
1
0
0
分

の
3
0
に

相
当

す
る

金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」

と
あ
る
の
は
「
法

第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
前
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
所

得
金
額
及
び
」
と
あ
る
の

は
「
総
所
得
金
額
（
次
条

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被

保
険
者
等
の
総
所
得
金
額

に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
法
第
2
8
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
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金
額
の
1
0
0
分
の
3
0
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
号
及
び
第
３
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
」
と
す
る
。
 

算
し
た
金
額
の
1
0
0
分
の
3
0
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
号
及
び

第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
」
と
す
る
。
 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）
 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）
 

第
2
3
条
の
２
 
略
 

第
2
3
条
の
２
 
略
 

２
 
前
項
の
申
告
書
の
提

出
に
当
た
り
、
当
該
納
税

義
務
者
は
、
雇
用
保
険
受

給

資
格
者
証
（
雇
用
保
険
法

施
行
規
則
（
昭
和
5
0
年
労

働
省
令
第
３
号
）
第
1
7
条

の
２
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
特
例
対
象
被
保

険
者
等
で
あ
る
こ
と
の
事

実
を
証
明
す
る
書
類
の
提

示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
の
提

出
に
当
た
り
、
当
該
納
税

義
務
者
は
、
雇
用
保
険
受

給

資
格
者
証
（
雇
用
保
険
法

施
行
規
則
（
昭
和
5
0
年
労

働
省
令
第
３
号
）
第
1
7
条

の
２
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

又
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

通
知
（
同
令
第
1
9
条
第
３

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
）
の
提
示
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
・
２
 
略
 

１
・
２
 
略
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

３
 
当
分
の
間
、
世
帯
主

又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者

若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
、
前
年
中
に
所

得
税
法
第
3
5
条
第
３
項
に

規
定
す
る
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条

第
４
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
控
除
額
（
年
齢
6
5
歳
以
上
の
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
控
除
を
受

け
た
場
合
に
お
け
る
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法

第
7
0
3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は

「
法

第
7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
（

所
得

税
法

第
3
5

条
第
３
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
金
額
か
ら
1
5
万

円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

、「
1
10
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
1
25

万
円
」
と
す
る
。
 

３
 
当
分
の
間
、
世
帯
主

又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者

若
し
く
は
特
定
同
一
世
帯

所
属
者
が
、
前
年
中
に
所

得
税
法
第
3
5
条
第
３
項
に

規
定
す
る
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条

第
４
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
控
除
額
（
年
齢
6
5
歳
以
上
の
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
控
除
を
受

け
た
場
合
に
お
け
る
第
2
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中
「
法

第
7
0
3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は

「
法

第
7
0
3
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
（

所
得

税
法

第
3
5

条
第
３
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
金
額
か
ら
1
5
万

円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
、「

1
10
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
1
25

万
円
」
と
す
る
。
 

（
上

場
株

式
等

に
係

る
配

当
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

（
上

場
株

式
等

に
係

る
配

当
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

４
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項

の
配
当
所
得
等
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
５
条
の
２
の
２
、
第
６

条
及
び
第
2
2
条
第
１
項
の

４
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項

の
配
当
所
得
等
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
５
条
の
２
の
２
、
第
６

条
及
び
第
2
2
条
の
規
定
の

- 5 -



現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
第
３
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す

る
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
等
の
金
額
」
と
、

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林
所
得
金
額
又
は
法
附

則
第
3
3
条
の
２
第
５
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
等
の
金
額

」
と
、
第
2
2
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則

第
3
3
条
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

る
配
当
所
得
等
の
金
額
」

と
す
る
。
 

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
3
3
条
の
２

第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条

第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「

法

第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
法
附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す

る
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
等
の
金
額
」
と
、

第
2
2
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
3
3
条

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

５
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
4
条
第
４
項
の
譲

渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条

の
２
の
２
、
第
６
条
及
び

第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら

同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
3
4
条
第

４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲

渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特

別
措
置
法
（
昭
和
3
2
年
法

律
第
2
6
号
）
第
3
3
条
の
４

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

、
第
3
4
条
第
１
項
、
第
3
4

条
の
２
第
１
項
、
第
3
4
条

の
３
第
１
項
、
第
3
5
条
第

１
項
、
第
3
5
条
の
２
第
１

項
、
第
3
5
条
の
３
第
１
項

又
は
第
3
6
条
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り

同
法
第
3
1
条
第
１
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除

後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
２
第

２
項
」
と
、
「
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
（
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
控
除
後

の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額

の
合
計
額
（
」
と
、
同
条

第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は
法
附
則
第
3
4
条
第
４

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
」
と
、
第
2
2

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 ５

 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
4
条
第
４
項
の
譲

渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
第
３
条
、
第
５
条

の
２
の
２
、
第
６
条
及
び

第
2
2
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第
3
4
条
第
４
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得

の
金
額
（
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
3
2
年
法
律
第
2
6

号
）
第
3
3
条
の
４
第
１
項

若
し
く
は
第
２
項
、
第
3
4
条
第
１
項
、
第
3
4
条
の
２

第
１
項
、
第
3
4
条
の
３
第

１
項
、
第
3
5
条
第
１
項
、

第
3
5
条
の
２
第
１
項
、
第

3
5
条
の
３
第
１
項
又
は
第

3
6
条
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か

ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
控
除
後
の
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」

と
、
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
控
除
後
の
長
期

譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計

額
（
」
と
、
同
条
第
２
項

中
「
又
は
山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山
林
所
得
金
額
又
は
法

附
則
第
3
4
条
第
４
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
」
と
、
第
2
2
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

６
 
略
 

６
 
略
 

（
一

般
株

式
等

に
係

る
譲

渡
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

（
一

般
株

式
等

に
係

る
譲

渡
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
２
第
５
項

の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５

条
の
２
の
２
、
第
６
条
及

び
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

３
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
3
5
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
、
「
同

条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、

第
2
2
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
3
5
条

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
２
第
５
項

の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５

条
の
２
の
２
、
第
６
条
及

び
第
2
2
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第
3
5
条
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
」
と
、
「
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は

山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
山
林
所
得

金
額
又
は
法
附
則
第
3
5
条

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
2
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
3
5
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上

場
株

式
等

に
係

る
譲

渡
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

（
上

場
株

式
等

に
係

る
譲

渡
所

得
等

に
係

る
国

民
健

康
保

険
税

の
課

税
の

特

例
）
 

８
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
２
の
２
第

５
項
の
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
５
条
の
２
の
２
、
第
６

条
及
び
第
2
2
条
第
１
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
第
３
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
5

条
の
２
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第

２
項
中
「
又
は
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又

は
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
、
第
2
2
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
3
5
条
の
２

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

８
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
２
の
２
第

５
項
の
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
５
条
の
２
の
２
、
第
６

条
及
び
第
2
2
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
3
5
条
の
２

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、「

同

条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条

の
２

の
２

第
５

項
に

規
定

す
る

上
場

株
式

等
に

係
る

譲
渡

所
得

等
の

金

額
」
と
、
第
2
2
条
第
１
項

中
「
及
び
山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
3
5
条
の
２
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式

- 7 -



現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
４
第
４
項

の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得

又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第

５
条
の
２
の
２
、
第
６
条

及
び
第
2
2
条
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第
3
5
条

の
４
第
４
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得

等
の
金
額
」
と
、
「
同
条

第
２
項
」
と
あ

る
の
は
「

法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「

又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定

す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
2
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
3
5
条
の

４
第
４
項
に
規
定
す
る
先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額
」
と
す
る
。
 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
5
条
の
４
第
４
項

の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得

又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第

５
条
の
２
の
２
、
第
６
条

及
び
第
2
2
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法
附
則
第
3
5
条
の
４
第

４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」

と
あ
る
の
は
「
法

第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は
法
附
則
第
3
5
条
の
４

第
４
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の

金
額
」
と
、
第
2
2
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
3
5
条
の
４
第
４
項

に
規
定
す
る
先
物
取
引
に

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」

と
す
る
。
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る

事
業
所
得
等
に
係
る
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る

事
業
所
得
等
に
係
る
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
）
 

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
3
条
の
３
第
５
項

の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る

第
３
条
、
第
５
条
の
２
の

２
、
第
６
条
及
び
第
2
2
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
3
3
条
の
３
第
５
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係

る
事
業
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第
２
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又

は
法
附
則
第
3
3
条
の
３
第

５
項
に
規
定
す
る
土
地
等

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
」
と
、
第
2
2
条
第
１
項

中
「
及
び
山
林
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
3
3
条
の
３
第
５
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る

事
業
所
得
等
の
金
額
」
と

す
る
。
 

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
法

附
則
第
3
3
条
の
３
第
５
項

の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る

第
３
条
、
第
５
条
の
２
の

２
、
第
６
条
及
び
第
2
2
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「

及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定

す
る
土
地
等
に
係
る
事
業

所
得
等
の
金
額
」
と
、
「

同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林
所
得
金
額
又
は
法
附

則
第
3
3
条
の
３
第
５
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る

事
業
所
得
等
の
金
額
」
と

、
第
2
2
条
第
１
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
3

条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

- 8 -



現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

1
1
・
1
2
 
略
 

1
1
・
1
2
 
略
 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

1
3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う

所
得
税
法
、
法
人
税
法
及

び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
4
4
年

法
律
第
4
6
号
。
以
下
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
の
２

の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る

条
約
適
用
利
子
等
に
係
る

利
子
所
得
、
配
当
所
得
、

譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及

び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５

条
の
２
の
２
、
第
６
条
及

び
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

３
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
租
税
条
約
等
の

実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号

。
以
下
「
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
第
３
条
の
２
の

２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
の
合

計
額
（
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
の
額
」
と
、
第
2
2
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 1
3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う

所
得
税
法
、
法
人
税
法
及

び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
4
4
年

法
律
第
4
6
号
。
以
下
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
の
２

の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る

条
約
適
用
利
子
等
に
係
る

利
子
所
得
、
配
当
所
得
、

譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及

び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
３
条
、
第
５

条
の
２
の
２
、
第
６
条
及

び
第
2
2
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条

第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
租
税
条
約
等
の
実
施
に

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税

法
及
び
地
方
税
法
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以
下

「
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
」
と
い
う
。
）
第
３
条

の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
租
税
条
約

等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す

る
条
約
適
用
利
子
等
の
額

」
と
、
第
2
2
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
第
３
条

の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

1
4
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

３
条
の
２
の
２
第
1
2
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配

当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
３

条
、
第
５
条
の
２
の
２
、

第
６
条
及
び
第
2
2
条
第
１

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
３
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
租
税

1
4
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世

帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
若
し
く
は

特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

３
条
の
２
の
２
第
1
2
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

等
に
係
る
利
子
所
得
、
配

当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
３

条
、
第
５
条
の
２
の
２
、

第
６
条
及
び
第
2
2
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
３
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等

- 9 -



現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
4
4
年
法

律
第
4
6
号
。
以
下
「
租
税

条
約
等
実
施
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
３
条
の
２
の

２
第
1
2
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
の
合

計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び

山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
第
３
条

の
２
の
２
第
1
2
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
の

額
の
合
計
額
（
」
と
、
同

条
第
２
項
中
「
又
は
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２

第
1
2
項
に
規
定
す
る
条
約

適
用
配
当
等
の
額
」
と
、

第
2
2
条
第
１
項
中
「
及
び

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
第
３
条
の
２
の

２
第
1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法

、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
4
4
年
法

律
第
4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
３
条
の
２
の
２
第
1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら

法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ

る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
第
３
条
の
２
の

２
第
1
2
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
の
合

計
額
（
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

第
３
条
の
２
の
２
第
1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
の
額
」
と
、
第
2
2
条

第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

第
３
条
の
２
の
２
第
1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

1
5
 
略
 

1
5
 
略
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
施
行
期
日
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
 
こ
の
条
例
は
、

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
適
用
区
分
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
こ

の
条
例

に
よ

る
改

正
後
の

荒
尾

市
国

民
健
康

保
険
税

条
例

の
規

定
は
、

令

和
５

年
度

以
後

の
年

度
分
の

国
民
健

康
保

険
税

に
つ
い

て
適
用

し
、

令
和

４
年

度
分
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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１ 歳入歳出予算補正                                                                            

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金事業費（その他世帯）

42,352 42,352

□低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の世帯分）給付事業費及び支給に伴う
事務経費
・消耗品費　　　　　　　　　　 　 70
・印刷製本費　                    80
・郵便料　                       432
・手数料　                        72
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付
金システム改修委託料　　　　　　 198
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付
金（その他世帯）            　41,500
（財源）
　・国庫補助金　              42,352

低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金事業費（ひとり親世
帯）

47,773 47,773

□低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分）給付事業費及び支給に伴う事務経費
・消耗品費　　　　　　　　　　　 100
・郵便料　                       240
・手数料　                        73
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付
金システム改修委託料　　　　　 　110
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付
金（ひとり親世帯）          　47,250
（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　　47,773

低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金事業費（ひとり親世
帯）（時間外手当）

200 200

□低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分）の支給に伴う事務経費
・時間外手当　　　　　　　　　 　200
（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　　 　200

低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金事業費（その他世帯）
（時間外手当）

320 320

□低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以
外の世帯分）の支給に伴う事務経費
・時間外手当                   　320
（財源）
　・国庫補助金　                 320

３款計 90,645 90,645

補　正　額 90,645 90,645

補正前の額 24,574,576 7,184,473 480,600 1,462,658 15,446,845

合　　　計 24,665,221 7,275,118 480,600 1,462,658 15,446,845

事業費
（補正予算）

事業名

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第２号）資料

３
民
生
費

説　　　　明
（積算の基礎等）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

一般財源
款

議第35号資料
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議第36号資料
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売却予定地（詳細図）

大島字南新地 1195番

大島字南新地 1588番

1591番

1592番

10-1

10-32

10-49

11-3

11-8

11-2

保
留
地

大島字南新地 1262番

1263番

1266番1

宮内出目字北外平 113番

116番

116番2   

116番3   

117番

大 島 字 南 新 地 1234番

1245番

1295番3 

1296番

1308番

1309番

1310番

1313番

1315番

1326番

1334番3

1350番

1356番

1357番

1359番

1360番

1361番

1362番

1363番

10街区

11街区

大島字南新地 1334番2

1366番

1368番2

1378番

1379番

1380番

大島字南新地 1358番

1364番

1368番1
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

                                                            (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

塵芥処理費 4,242 4,242
□災害ごみ（ノリ網等）の処分
・被災ノリ養殖資材運搬処分委託料
　　　　　　　　　　　　　　　 4,242

４款計 4,242 4,242

令和５年１月ノリ養殖漁場寒波
被害に伴う漁業支援事業費

17,449 17,449
□ノリ養殖への寒波被害に対する支援
・資材購入費支援事業補助金　　15,029
・共同乾燥施設運営補助金　　 　2,420

６款計 17,449 17,449

補　正　額 21,691 21,691
一般財源
・土地売払収入　　　　　   　292,608
・財政調整基金繰入金　　   △270,917

補正前の額 24,665,221 7,275,118 480,600 1,462,658 15,446,845

合　　　計 24,686,912 7,275,118 480,600 1,462,658 15,468,536

４
衛
生
費

６
農
林
水
産
業
費

款

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第３号）資料

説　　　　明
（積算の基礎等）

事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

一般財源

議第37号資料
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